
新型コロナウイルス感染症患者の確認に伴う学校の対応について（第２報） 

８月 21 日発表「新型コロナウイルス感染症患者の確認に伴う学校の対応について」の内容につ

いて、次の通り追加します。 

１ 当該学校の再開 

夏季休業期間で当該生徒はクラブ活動への参加のみであったため、校内での新型コロナウイル

スの感染の広がりはないものと保健所において判断されたことを受け、８月 22 日から当該クラブ

を除き、学校の教育活動を再開しています。 

なお、当該学校での濃厚接触者 16 名については、ＰＣＲ検査で陰性を確認し健康観察を行った

上で、教育活動を再開します。 

２ 問い合わせ先 

▼当該学校の保健や環境衛生など

 保健体育課（課長：赤松 利信） 電話：06－4950－5677 
▼当該学校の学校運営に関することなど

 幼稚園・高校企画推進担当（課長：今井 八州男） 電話：06－4950－5665

※ 患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。また、施設等に風評

被害がないよう特段のご配慮をお願いします。

※ 年代、性別は、個人の特定につながる恐れがあることから公表しておりません。

※ 子どもが感染した場合の学校名など個別名称は、公表することで差別やいじめなどが発生する

恐れがあり、教育的配慮から原則非公表とします。ただし、同一学校などで複数人の感染が確

認された場合は公表することもあります。

以 上 
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